
二 商 標 登 録 を 受 け よ う と す る 立 体 的 形 状

を 実 線 で 描 き 、 そ の 他 の 部 分 を 破 線 で 描

く 等 に よ り 当 該 立 体 的 形 状 が 特 定 さ れ る

よ う に 一 又 は 異 な る 二 以 上 の 方 向 か ら 表

示 し た 図 又 は 写 真

﹇ 新 設 ﹈

﹇ 削 る ﹈ ２ 特 許 庁 長 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 願 書 に

記 載 さ れ た 商 標 登 録 を 受 け よ う と す る 商 標

が 明 確 で な い 場 合 に は 、 相 当 の 期 間 を 指 定

し て 必 要 な 説 明 書 の 提 出 を 求 め る こ と が で

き る 。

（ 願 書 へ の 商 標 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 又 は 物

件 の 添 付 ）

（ 願 書 へ の 商 標 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 又 は 物

件 の 添 付 ）

第 四 条 の 八 ﹇ 略 ﹈ 第 四 条 の 八 ﹇ 略 ﹈

一 ・ 二 ﹇ 略 ﹈ 一 ・ 二 ﹇ 略 ﹈

三 立 体 商 標 ﹇ 新 設 ﹈

四 ﹇ 略 ﹈ 三 ﹇ 略 ﹈

五 ﹇ 略 ﹈ 四 ﹇ 略 ﹈

六 ﹇ 略 ﹈ 五 ﹇ 略 ﹈

２ ﹇ 略 ﹈ ２ ﹇ 略 ﹈

一 ・ 二 ﹇ 略 ﹈ 一 ・ 二 ﹇ 略 ﹈

三 立 体 商 標 商 標 の 詳 細 な 説 明 の 記 載

（ 商 標 登 録 を 受 け よ う と す る 商 標 を 特 定

す る た め に 必 要 が あ る 場 合 に 限 る 。 第 五

号 に お い て 同 じ 。 ）

﹇ 新 設 ﹈

四 ﹇ 略 ﹈ 三 ﹇ 略 ﹈

五 音 商 標 商 標 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 及 び

商 標 法 第 五 条 第 四 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定

め る 物 件 の 添 付

四 音 商 標 商 標 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 （ 商

標 登 録 を 受 け よ う と す る 商 標 を 特 定 す る

た め に 必 要 が あ る 場 合 に 限 る 。 ） 及 び 商 標

法 第 五 条 第 四 項 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る

物 件 の 添 付

六 ﹇ 略 ﹈ 五 ﹇ 略 ﹈

３ ・ ４ ﹇ 略 ﹈ ３ ・ ４ ﹇ 略 ﹈

様式第２（第２条関係） 様式第２（第２条関係）
［略］ ［略］
〔備考〕 〔備考〕
１～６ ［略］ １～６ ［略］
７ 【商標登録を受けようとする商標】
の欄には、次の要領により記載する。

７ 【商標登録を受けようとする商標】
の欄には、次の要領により記載する。

イ～ニ ［略］ イ～ニ ［略］

ホ 第４条、第４条の２、第４条の３


、
第４条の４第２号又は第４条の６の
規定により商標登録を受けようとす
る商標を異なる２以上の図又は写真
によつて記載する場合は、２以上の
商標記載欄を設けることができる。
この場合において、特に必要がある
ときは、【商標登録を受けようとする
商標】の欄には、「別紙のとおり」と
記載し、別の日本産業規格Ａ列４番
の大きさの用紙（原則として１枚）
に【商標登録を受けようとする商標】
の欄を設けて、その欄の次に商標記
載欄を設けて記載することができ
る。この場合において、用紙の左に
２㎝、上に２㎝、右及び下に各３㎝
の余白をとり、容易に離脱しないよ
うにとじるものとする。

ホ 第４条、第４条の２、第４条の３


第１項


、第４条の４第２号又は第４
条の６の規定により商標登録を受け
ようとする商標を異なる２以上の図
又は写真によつて記載する場合は、
２以上の商標記載欄を設けることが
できる。この場合において、特に必
要があるときは、【商標登録を受けよ
うとする商標】の欄には、「別紙のと
おり」と記載し、別の日本産業規格
Ａ列４番の大きさの用紙（原則とし
て１枚）に【商標登録を受けようと
する商標】の欄を設けて、その欄の
次に商標記載欄を設けて記載するこ
とができる。この場合において、用
紙の左に２㎝、上に２㎝、右及び下
に各３㎝の余白をとり、容易に離脱
しないようにとじるものとする。

ヘ～リ ［略］ ヘ～リ ［略］
ヌ 活字により商標を表示するとき
（ヲ、ソ


及びツ

に該当する場合を除

く。）は、見やすい大きさの活字（原
則として20ポイントから42ポイント
まで）を用いる。

ヌ 活字により商標を表示するとき
（ヲ、レ


及びソ

に該当する場合を除

く。）は、見やすい大きさの活字（原
則として20ポイントから42ポイント
まで）を用いる。

ル 第４条、第４条の２、第４条の３


、
第４条の４第２号又は第４条の６の
規定により商標登録を受けようとす
る商標を異なる２以上の図又は写真
によつて記載するときは、各図又は
各写真を同一縮尺で記載し、各図又
は各写真の間に十分な余白を設け


る。この場合において、各図又は各

写真の内容を説明するために必要な

図又は写真の番号を記載することが

できる。この場合は、当該番号の記

載が商標を構成する要素ではない旨

を「【商標の詳細な説明】」の欄に記載

する。


ル 第４条、第４条の２、第４条の３


第１項


、第４条の４第２号又は第４
条の６の規定により商標登録を受け
ようとする商標を異なる２以上の図
又は写真によつて記載するときは、
各図又は各写真を同一縮尺で記載
し、各図又は各写真の間に十分な余


白を設ける。


ヲ～カ ［略］ ヲ～カ ［略］
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